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発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　規　　　　則　

　京都府警察手数料徴収条例施行規則の一部を改正する
規則をここに公布する。

　　令和７年12月12日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府規則第73号

京都府警察手数料徴収条例施行規則の一部を改正
する規則

　京都府警察手数料徴収条例施行規則（平成12年京都府
規則第５号）の一部を次のように改正する。
　第３条第１項第１号中「別表第２の７の項」を「別表
第２の４の項」に改め、同項第２号中「別表第２の８の
項」を「別表第２の５の項」に改め、同条第３項中「お
いて、申請の際」の右に「（第２項に規定する手数料に
あっては、同項の規定により納付するものとされた時
期。以下この項において同じ。）」を加え、同項を同条第
４項とし、同条第２項中「次の各号」を「第１項各号」
に改め、各号を削り、同条中同項を第３項とし、第１項

の次に次の１項を加える。
２　電子申請（情報通信技術を活用した行政の推進等に

関する法律（平成14年法律第151号）第６条第１項の
規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用し
て行う同法第３条第８号に規定する申請等をいう。以
下同じ。）を行った者が当該電子申請に係る手数料を
納付すべき場合において、当該手数料を事務所におい
て現金で納付すべきことその他の当該手数料の納付方
法が特に指定されたときの当該手数料は、当該指定後
速やかに納付するものとする。

　　　附　則

　この規則は、令和７年12月15日から施行する。ただし、
第３条第１項第１号及び第２号の改正規定並びに同条第
２項中「次の各号」を「第１項各号」に改め、各号を削
る改正規定は、公布の日から施行する。

規　　　　　則

○京都府警察手数料徴収条例施行規則の一
部を改正する規則　 （警察本部情報管理課）  857

告　　　　　示

○落札者の決定　 （情報政策課）  858
○道路の区域変更 （乙訓土木事務所、丹後土木事務所）   〃
○道路の供用開始　 （丹後土木事務所）   〃
○重要開発調整池の設置の完了　
  （河川課、中丹西土木事務所）  859

公　　　　　告

○軽油引取税免税軽油使用者証及び免税証
の無効　 （税務課）   〃

○国土調査の成果の認証　 （用地課）   〃

○都市計画生産緑地地区の変更に係る図書
の写しの縦覧　 （都市計画課）  860

○都市計画下水道の変更に係る図書の写し
の縦覧　 （下水道政策課、山城北土木事務所）   〃

○都市計画地区計画の変更に係る図書の写
しの縦覧　 （都市計画課）   〃

○令和７年の二級建築士試験及び木造建築
士試験の合格者　 （建築指導課）   〃

○都市計画法に基づく工事完了　
  （建築指導課、中丹西土木事務所）  862

公 安 委 員 会

○警備員指導教育責任者講習の実施　   〃
○落札者の決定　  864

本号251212E
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与謝郡伊根町字本庄上
小字船原421から

与謝郡伊根町字本庄上
小字毘沙門下1019の２
地先を経て

与謝郡伊根町字本庄上
小字毘沙門下1018地先
まで

後

最小　 6.3

最大　13.0
96.0

与謝郡伊根町字本庄上
小字船原421から

与謝郡伊根町字本庄上
小字仲竹1020の５地先
を経て

与謝郡伊根町字本庄上
小字毘沙門下1018地先
まで

最小　10.3

最大　12.1
109.0

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府丹後土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

２⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　西京高槻線
　⑶　道路の区域

区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

向日市鶏冠井町楓畑８の２か
ら

向日市鶏冠井町楓畑８の２ま
で

前

ｍ
 最小　 7.6

 最大　 7.9

ｍ

　 　24.6

後
 最小　 7.7

 最大　 9.5

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府乙訓土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

京都府告示第599号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
により、次の道路の供用を開始する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
７年12月12日から令和７年12月26日まで縦覧に供する。

　令和７年12月12日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　弥栄本庄線
　⑶　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

与謝郡伊根町字本庄上小字船原421
から

与謝郡伊根町字本庄上小字仲竹1020
の５地先を経て

与謝郡伊根町字本庄上小字毘沙門下
1018地先まで

令和７年12月12日

　告　　　　示　

京都府告示第597号

　落札者を次のとおり決定した。

　令和７年12月12日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　業務の名称
　　電算室運用業務
２　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　　京都府総合政策環境部情報政策課
　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
３　落札決定日
　　令和７年11月18日
４　落札者の名称及び所在地
　　株式会社ケーケーシー情報システム
　　京都市上京区千本通元誓願寺上る南辻町369番地の
３

５　落札金額
　　42,900,000円
６　契約の方法
　　一般競争入札
７　入札公告日
　　令和７年10月３日

京都府告示第598号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
により、道路の区域を次のとおり変更する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
７年12月12日から令和７年12月26日まで縦覧に供する。

　令和７年12月12日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　弥栄本庄線
　⑶　道路の区域

区　　　　　間
変更
前後
別

敷地の 
幅　員 延　長 備　考

与謝郡伊根町字本庄上
小字船原421から

与謝郡伊根町字本庄上
小字毘沙門下1019の２
地先を経て

与謝郡伊根町字本庄上
小字毘沙門下1018地先
まで

前

ｍ

最小　 6.3

最大　13.0

ｍ

96.0

工事に伴う
仮設道の設
置
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　公　　　　告　

　次の軽油引取税免税軽油使用者証及び免税証は、紛失
した旨の届出があったので、紛失の日以降無効とする。

　令和７年12月12日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　免税軽油使用者証

業種 番号 有効期間
免税軽油使用
者証に記載さ
れた使用者の
住所及び氏名

交付した
事務所等

紛　失 
年月日

農業等 035751

令
 7. 4.11

～
 9. 3.31

木津川市加茂
町兎並船屋48
　柳原　守

京都府山
城南府税
出張所

令

 7. 5.22

２　免税証

業種 種類 番号 枚数 有効期間
免税証に記載
された販売業
者の所在地及
び名称　　　

交付した
事務所等

紛　失 
年月日

農業
等

20
㍑券

E153
9542
～
E153
9545

４枚

令　　　

 7. 4.11
～

 8. 3.31

京田辺市草内
馬橋３　全国
農業協同組合
連合会ジャス
ポート京田辺

京都府山
城南府税
出張所

令

 7. 5.22

　次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第
180号）第19条第２項の規定により、国土調査の成果と
して認証した。

　令和７年12月12日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　調査を行った者の名称
　　　宇治市
　⑵　調査を行った時期
　　　令和３年５月26日から令和４年３月18日まで
　⑶　成果の名称
　　　宇治市平尾台一丁目（その２）の地籍図及び地籍

簿
　⑷　調査を行った地域
　　　宇治市平尾台一丁目
　⑸　認証年月日
　　　令和７年12月２日
　　　（国土交通大臣の承認年月日　令和７年11月18日）
２⑴　調査を行った者の名称

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府丹後土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

２⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　間人大宮線
　⑶　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

京丹後市丹後町成願寺小字宮ケ谷
113の26（右）から

京丹後市丹後町成願寺小字追皆
10024の３まで

令和７年12月12日
京丹後市丹後町成願寺小字追皆28の
25地先から

京丹後市丹後町成願寺小字追皆28の
６まで

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府丹後土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

京都府告示第600号

　災害からの安全な京都づくり条例（平成28年京都府条
例第41号）第20条第１項の届出に係る次の重要開発調整
池については、同条例第18条第２項の技術的基準に適合
すると認める。

　令和７年12月12日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　重要開発調整池の所在地
　　　向日市寺戸町石田23番から27番まで、正田10番
１、11番１、12番１、15番及び16番１並びに東御泥
18番、19番１及び20番から22番まで

　⑵　重要開発調整池の所有者の名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地

　　　京阪電鉄不動産株式会社
　　　代表取締役　道本　能久
　　　大阪市中央区大手前一丁目７番31号
２⑴　重要開発調整池の所在地
　　　福知山市字篠尾小字羽合ノ段29番ほか６筆
　⑵　重要開発調整池の所有者の名称、代表者の氏名及

び主たる事務所の所在地
　　　学校法人共栄学園
　　　理事長　中井　博之
　　　福知山市字篠尾小字稲子谷62番地の５
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　井手町から宇治都市計画地区計画（山城多賀駅西側地
区）の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、都市
計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において
準用する同法第20条第２項の規定により、京都府建設交
通部都市計画課において縦覧に供する。

　令和７年12月12日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　建築士法（昭和25年法律第202号）第13条の規定によ
り実施した令和７年の二級建築士試験及び木造建築士試
験の合格者は、次のとおりである。

　令和７年12月12日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　二級建築士試験の合格者
　　受験番号
　　５B-10007P ５B-10018L
　　５B-10019M ５B-10020N
　　５B-10028P ５B-10044Y
　　５B-10049P ５B-10118N
　　５B-10119P ５B-10120R
　　５B-10138M ５B-10140P
　　５B-10181N ５B-10192K
　　５B-10200L ５B-10237N
　　５B-10273P ５B-10275Y
　　５B-10320M ５B-10328N
　　５B-10358R ５B-10413P
　　５B-10445L ５B-10458K
　　５B-10463R ５B-10465K
　　５B-10476P ５B-10507K
　　５B-10512R ５B-10526R
　　５B-10554R ５B-10563K
　　５B-10565M ５B-10623P
　　５B-10704L ５B-10726M
　　５B-10738K ５B-10755N
　　５B-10757R ５B-10802L
　　５B-10823L ５B-10824M
　　５B-10854P ５B-10893L
　　５B-10895N ５B-10898Y
　　５B-10928L ５B-10961Y
　　５B-10964M ５B-11047L
　　５B-11052Y ５B-11062M
　　５B-11066Y ５B-11099P
　　５B-11117L ５B-11125M
　　５B-11127P ５B-11146M
　　５B-11160M ５B-11161N
　　５B-11165K ５B-11188M

　　　京都市
　⑵　調査を行った時期
　　　令和６年６月10日から令和７年１月28日まで
　⑶　成果の名称
　　　京都市善峰川地区の地籍図及び地籍簿
　⑷　調査を行った地域
　　　京都市西京区大原野灰方町
　⑸　認証年月日
　　　令和７年12月２日
　　　（国土交通大臣の承認年月日　令和７年11月28日）

　京都市から京都都市計画（京都国際文化観光都市建設
計画）生産緑地地区の変更に係る図書の写しの送付を受
けたので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条
第２項において準用する同法第20条第２項の規定によ
り、京都府建設交通部都市計画課において縦覧に供する。

　令和７年12月12日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　京都市から京都都市計画（京都国際文化観光都市建設
計画）下水道の変更に係る図書の写しの送付を受けたの
で、都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項
において準用する同法第20条第２項の規定により、京都
府建設交通部下水道政策課において縦覧に供する。

　令和７年12月12日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　八幡市から京都都市計画及び綴喜都市計画下水道（八
幡市公共下水道）の変更に係る図書の写しの送付を受け
たので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第
２項において準用する同法第20条第２項の規定により、
京都府山城北土木事務所において縦覧に供する。

　令和７年12月12日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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　　５B-20319R ５B-20322L
　　５B-20326R ５B-20332P
　　５B-20342K ５B-20345N
　　５B-20346P ５B-20349K
　　５B-20356K ５B-20363K
　　５B-20374P ５B-20407M
　　５B-20416P ５B-20432Y
　　５B-20435M ５B-20457N
　　５B-20488Y ５B-20496K
　　５B-20511L ５B-20527N
　　５B-20541N ５B-20545K
　　５B-20547M ５B-20553L
　　５B-20572Y ５B-20579Y
　　５B-20587K ５B-20602L
　　５B-20612P ５B-20614Y
　　５B-20624M ５B-20637L
　　５B-20644L ５B-20645M
　　５B-20651L ５B-20693L
　　５B-20709N ５B-20722M
　　５B-20744N ５B-20749L
　　５B-20758N ５B-20770L
　　５B-20777L ５B-20782Y
　　５B-20784L ５B-20789Y
　　５B-20795R ５B-20801P
　　５B-20803Y ５B-20804K
　　５B-20809R ５B-20810Y
　　５B-20825K ５B-20835N
　　５B-20845Y ５B-20864P
　　５B-20872R ５B-20881K
　　５B-20894Y ５B-20918M
　　５B-20932M ５B-20940N
　　５B-20945L ５B-20952L
　　５B-20960M ５B-20965K
　　５B-20969P ５B-20970R
　　５B-20975N ５B-20982N
　　５B-20986K ５B-20988M
　　５B-20996N ５B-20998R
２　木造建築士試験の合格者
　　受験番号
　　５B-30018M ５B-30024L
　　５B-30046M ５B-30056R
　　５B-30060M ５B-30069P
　　５B-30082N ５B-30094L
　　５B-30107K ５B-30129L
　　５B-30195P ５B-30206L
　　５B-30208N ５B-30212K
　　５B-30238R ５B-30247K
　　５B-30252R ５B-30279P
　　５B-30342P ５B-30344Y
　　５B-30366K ５B-30374L
　　５B-30438M ５B-30481N
　　５B-30492K ５B-30504R
　　５B-30520K ５B-30616R

　　５B-11200K ５B-11228K
　　５B-11261R ５B-11331R
　　５B-11347K ５B-11349M
　　５B-11374Y ５B-11382K
　　５B-11392N ５B-11429R
　　５B-11442P ５B-11471R
　　５B-11505P ５B-11561P
　　５B-11604R ５B-11618R
　　５B-11663L ５B-11676K
　　５B-11697K ５B-11700N
　　５B-11722P ５B-11733L
　　５B-11754L ５B-11832M
　　５B-11836Y ５B-11863R
　　５B-11875N ５B-11894L
　　５B-11916M ５B-11955Y
　　５B-11962Y ５B-11978L
　　５B-11990Y ５B-11991K
　　５B-12008N ５B-12014M
　　５B-12016P ５B-12032Y
　　５B-12037P ５B-12042M
　　５B-12048L ５B-12055L
　　５B-12135P ５B-12189M
　　５B-12224M ５B-12254P
　　５B-12290R ５B-12291Y
　　５B-12303P ５B-12383K
　　５B-12386N ５B-12399M
　　５B-12402R ５B-12407N
　　５B-12409R ５B-12419L
　　５B-12463N ５B-12634Y
　　５B-12646P ５B-12685L
　　５B-12687N ５B-12718Y
　　５B-12754K ５B-12755L
　　５B-12772P ５B-12797L
　　５B-12830Y ５B-12852K
　　５B-12853L ５B-12866K
　　５B-13000L ５B-20009N
　　５B-20022M ５B-20041K
　　５B-20045P ５B-20055K
　　５B-20063L ５B-20066P
　　５B-20093N ５B-20100N
　　５B-20101P ５B-20106M
　　５B-20122P ５B-20130R
　　５B-20134M ５B-20139K
　　５B-20147L ５B-20151R
　　５B-20154L ５B-20155M
　　５B-20158R ５B-20167K
　　５B-20171P ５B-20195K
　　５B-20197M ５B-20202K
　　５B-20212N ５B-20216K
　　５B-20228R ５B-20233N
　　５B-20254N ５B-20257Y
　　５B-20271Y ５B-20286K
　　５B-20294L ５B-20306Y
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　令和７年12月12日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　相楽郡精華町大字北稲八間小字畑ケ田２の１の一

部
　　　（関連区域）
　　　相楽郡精華町大字北稲八間小字畑ケ田２の３の一

部、２の４の一部、２の６の一部
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　　高石市取石一丁目13の２の303
　　　中津　元樹
　　　高石市取石一丁目13の２の303
　　　中津　佳南
２⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　福知山市字堀小字水内1080の１、1080の２、
1086、1088の１、市有地

　　　（関連区域）
　　　市有地
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　福知山市字天田197の５
　　　株式会社フジタ工務店

公　安　委　員　会

京都府公安委員会告示第203号

　警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）
第22条第２項第１号の規定による警備員指導教育責任者
講習（以下「新規取得講習」という。）及び警備員指導
教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関す
る規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。以下「講
習規則」という。）第６条第１項の規定による指導教育
責任者講習（以下「追加取得講習」という。）を次のと
おり実施する。

　　令和７年12月12日
京都府公安委員会　　　　　　　

委員長　池　坊　　由　紀　　

１　講習の区分、種別、実施期間及び定員

区　　　分 種別 実　　施　　期　　間 定員

法第２条第１項第
３号に規定する警
備業務（以下「３
号警備業務」とい
う。）

新規取
得講習

令和８年１月21日（水）から
令和８年１月28日（水）まで
（日曜日及び土曜日を除く。
実施時間は、午前９時15分か
ら午後４時45分まで）の６日
間

15人

　　５B-30643P ５B-30650P
　　５B-30657P ５B-30676M
　　５B-30680Y ５B-30695K
　　５B-30718M ５B-30724L
　　５B-30755P ５B-30759L
　　５B-30790P ５B-30803N
　　５B-30817N ５B-30851M
　　５B-30865M ５B-30883Y
　　５B-30889R ５B-30892L
　　５B-30902P ５B-30923P
　　５B-30945R ５B-30957N
　　５B-30970M ５B-31020N
　　５B-31032L ５B-31043R
　　５B-31056P ５B-31057R
　　５B-31075M ５B-31085R
　　５B-31106R ５B-31107Y
　　５B-31108K ５B-31110M
　　５B-31134R ５B-31136K
　　５B-31148R ５B-31150K
　　５B-31194M ５B-31221L
　　５B-31222M ５B-31225R
　　５B-31229M ５B-31245P
　　５B-31250M ５B-31263L
　　５B-31268Y ５B-31295R
　　５B-31352Y ５B-31364P
　　５B-31400R ５B-31460M
　　５B-31478Y ５B-31498R
　　５B-31499Y ５B-31501L
　　５B-31506Y ５B-31508L
　　５B-31513Y ５B-31522L
　　５B-31529L ５B-31531N
　　５B-31544M ５B-31570K
　　５B-31573N ５B-31578L
　　５B-31582R ５B-31618Y
　　５B-31620L ５B-31639Y
　　５B-31643N ５B-31663M
　　５B-31767L ５B-31772Y
　　５B-31789M ５B-31814Y
　　５B-31823L ５B-31825N
　　５B-31843K ５B-31849Y
　　５B-31860N ５B-31913K
　　５B-31937N ５B-31977L
　　５B-31979N ５B-31982Y
　　５B-31984L ５B-31989Y
　　５B-31991L ５B-40078N
　　５B-40255R

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。
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号警備業務に従事しているもの
　　イ　追加取得講習
　　　　受講申込時において、３号警備業務以外の警備

業務に係る法第22条第２項に規定する警備員指導
教育責任者資格者証又は講習規則第７条第１項に
規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書
（以下「指導教育責任者資格者証等」という。）
の交付を受けている者であって、⑴のアのアから
オまでのいずれかに該当するものに限る。

　⑵　４号警備業務
　　ア　新規取得講習
　　　　受講申込時において、最近５年間に４号警備業

務に従事した期間が通算して３年以上である者
　　イ　追加取得講習
　　　　受講申込時において、４号警備業務以外の警備

業務に係る指導教育責任者資格者証等の交付を受
けている者であって、最近５年間に４号警備業務
に従事した期間が通算して３年以上であるもの

４　受講申込みの手続
　⑴　事前申込み
　　　講習を受けようとする者は、警備員指導教育責任

者講習受講申込書（以下「受講申込書」という。）
を提出する前に、次により電話で事前申込みを行う
こと。

　　　なお、事前申込者の数が定員を超えなかった場合
は、その全員を受講者とし、事前申込者の数が定員
を超えた場合は、抽選により受講者を決定する。

　　ア　受付期間
　　　　令和７年12月22日（月）から令和７年12月24日

（水）まで（受付時間は、午後１時から午後５時
までとする。）とする。

　　イ　申込先等
　　　ア　申込先
　　　　　京都府警察本部生活安全部生活安全企画課

許可等事務審査室（受付専用電話（075）451-
9125）

　　　　　なお、受付専用電話以外での受付は、一切行
わない。

　　　イ　申出事項
　　　　　申込みに際しては、次の事項を申し出ること。
　　　　ａ　受けようとする講習の区分及び種別
　　　　ｂ　事前申込者の氏名及び所属警備業者の営業

所の名称
　　　　ｃ　連絡先電話番号
　　　　ｄ　受講申込書を提出する警察署（京都府内の

警察署に限る。）の名称
　　ウ　受講者決定の通知
　　　　受講者に決定した者に対する通知は、令和７年

12月25日（木）午後５時までに、電話により行う。
　⑵　受講申込書の提出
　　　受講者に決定した者は、次により受講申込書を提

出すること。
　　ア　提出期間

追加取
得講習

令和８年１月26日（月）から
令和８年１月28日（水）まで
（実施時間は、午前９時15分
（講習の初日は、午後０時55
分）から午後４時45分まで）
の３日間

おお
むね
５人

法第２条第１項第
４号に規定する警
備業務（以下「４
号警備業務」とい
う。）

新規取
得講習

令和８年１月21日（水）から
令和８年１月28日（水）まで
（日曜日及び土曜日を除く。
実施時間は、午前９時15分
（講習の最終日は、午後０時
55分）から午後４時45分まで）
の６日間

10人

追加取
得講習

令和８年１月26日（月）から
令和８年１月28日（水）まで
（実施時間は、午前９時15分
（講習の初日及び最終日は、
午後０時55分）から午後４時
45分まで）の３日間

おお
むね
５人

２　講習場所
　　京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地　京都

経済センター
３　受講対象者
　⑴　３号警備業務
　　ア　新規取得講習
　　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する

者に限る。
　　　ア　最近５年間に３号警備業務に従事した期間が

通算して３年以上である者
　　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国

家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」と
いう。）第４条に規定する１級の検定（３号警
備業務に係るものに限る。以下「１級検定」と
いう。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以
下「合格証明書」という。）の交付を受けてい
る者

　　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（３号
警備業務に係るものに限る。以下「２級検定」
という。）に係る合格証明書の交付を受けてい
る警備員であって、当該合格証明書の交付を受
けた後、継続して１年以上３号警備業務に従事
しているもの

　　　エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警
備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安
委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）
第１条第２項に規定する１級の検定（３号警備
業務に係るものに限る。以下「旧１級検定」と
いう。）に合格した者

　　　オ　旧検定規則第１条第２項に規定する２級の検
定（３号警備業務に係るものに限る。以下「旧
２級検定」という。）に合格した警備員であって、
旧２級検定に合格した後、継続して１年以上３
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　⑵　納付方法
　　　受講申込書の提出時に納付することとし、ｅ－Ｇ

ｏｖにより提出した場合は、納付方法が特に指定さ
れた後速やかに納付すること。

　　　なお、納付された受講手数料は返還しない。
６　講習の委託先の名称及び所在地
　　一般社団法人京都府警備業協会
　　京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地　京都

経済センター４階
７　問合せ先
　　京都府警察本部生活安全部生活安全企画課許可等事

務審査室（電話（075）451-9111（代表）内線3033）

京都府警察本部告示第138号

　落札者を次のとおり決定した。

　　令和７年12月12日
京都府警察本部長　吉　越　　清　人　　

１　落札に係る特定役務の名称及び数量
　　迎撃捜査システムの賃貸借　一式
２　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　　京都府警察本部総務部会計課
　　京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地３
３　落札者を決定した日
　　令和７年10月22日
４　落札者の名称及び所在地
　　三菱ＨＣキャピタル株式会社京都支店
　　京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10番地
５　落札金額
　　308,734,800円
６　契約の方法
　　一般競争入札
７　入札公告日
　　令和７年９月９日

　　　　令和８年１月７日（水）から令和８年１月９日
（金）まで（提出時間は、ｅ－Ｇｏｖによる提出
を除き、午前９時から午後３時30分までとする。）
とする。

　　イ　提出書類
　　　ア　受講申込書（受講申込書提出の日前６箇月以

内に撮影した無帽・無背景の顔写真を貼付した
もの）　１通

　　　イ　３号警備業務に係る講習を受けようとする者
にあっては、３の⑴のアのアからオまでのいず
れかに該当する者であることを証明する次に掲
げる書類

　　　　ａ　３の⑴のアのアに該当する者
　　　　　　３号警備業務に従事していたことを証明す

る警備業者等が作成した証明書（以下「３号
警備業務の従事証明書」という。）及び履歴
書　各１通

　　　　ｂ　３の⑴のアのイに該当する者
　　　　　　１級検定の合格証明書の写し　１通
　　　　ｃ　３の⑴のアのウに該当する者
　　　　　　２級検定の合格証明書の写し及び３号警備

業務の従事証明書　各１通
　　　　ｄ　３の⑴のアのエに該当する者
　　　　　　旧１級検定の合格証の写し　１通
　　　　ｅ　３の⑴のアのオに該当する者
　　　　　　旧２級検定の合格証の写し及び３号警備業

務の従事証明書　各１通
　　　ウ　４号警備業務に係る講習を受けようとする者

にあっては、最近５年間に４号警備業務に従事
した期間が通算して３年以上であることを証明
する警備業者等が作成した証明書及び履歴書　
各１通

　　　エ　追加取得講習を受けようとする者にあって
は、受けようとする警備業務の区分以外の警備
業務に係る指導教育責任者資格者証等の写し　
１通

　　　オ　代理人が受講申込書を提出する場合にあって
は、受講者本人の委任状　１通

　　ウ　提出先
　　　　受講希望の際に提出先として申し出た警察署の

生活安全課（係）
　　エ　提出方法
　　　　ｅ－Ｇｏｖによる提出を除き、講習を受けよう

とする者又は代理人の持参によることとし、郵送
等による提出は認めない。

５　受講手数料及び納付方法
　⑴　受講手数料
　　ア　３号警備業務
　　　ア　新規取得講習　38,000円
　　　イ　追加取得講習　14,000円
　　イ　４号警備業務
　　　ア　新規取得講習　34,000円
　　　イ　追加取得講習　10,000円
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